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同上

体験の機会の場の認定の取り消し

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律は、その目的を実現するために、認定の条件に違反
した者等に対して、認定を取り消すことがあります。

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条の６
大阪市環境教育における体験の機会の場の認定に関する事務の取扱い要領第11条
（https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000196615.html）

　次の各号のいずれかに該当する場合には、認定を取り消すことがあります。
 
　１　認定体験の機会の場で行う事業の内容等が、第20条第１項各号に掲げる要件（同条第２項の
　　　規定により条例で要件を定める場合にあっては、当該要件を含む。）に適合しなくなったとき。
　２　認定民間団体等が、第20条第８項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
　３　認定民間団体等が、第20条の４第２項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告
　　　若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
　４　認定民間団体等が、偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
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